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第１編 行動計画の基本事項 

 

第１章 新型インフルエンザ等対策特別措置法と市行動計画 

第１節 作成の主旨 

新型インフルエンザが発生すると、ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得

していないため、パンデミックとなり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたら

すことが懸念されています。 

それは、コロナウイルスのような既知の病原体であっても、ウイルスの変異等による新

型のウイルスの出現であれば同様であり、さらに、未知の感染症である新感染症について

も、その感染性の高さから社会的影響の大きいものが発生する可能性があります。 

これらの感染症が発生した場合には、国家の危機管理として対応する必要があります。 

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号。以下「特措法」とい

う。）は、病原性が高い新型インフルエンザ等感染症や、同様に危険性のある指定感染症及

び新感染症（以下「新型インフルエンザ等」という。）が発生した場合に、国民の生命及び

健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的に、

国、地方公共団体、指定（地方）公共機関及び事業者等の責務等を定めたものです。 

この特措法及び感染症の患者及び感染症の医療に関する法律（平成１０年法律第１１４

号。以下「感染症法」という。）に基づき、新型インフルエンザ等の発生に備え、市全体の

態勢を整備するため、松本市新型インフルエンザ等対策行動計画（以下「市行動計画」とい

う。）を定めます。 
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第２節 対象とする疾患 

特措法の対象となる新型インフルエンザ等は、国民の大部分が現在その免疫を獲得して

いないこと等から、全国的かつ急速にまん延し、かつ、病状の程度が重篤となるおそれが

あり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあります。具体的には

以下の①から③に示すとおりです。 

① 新型インフルエンザ等感染症 

② 指定感染症（当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ

急速なまん延のおそれがあるもの） 

③ 新感染症（全国的かつ急速なまん延のおそれがあるもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新型インフルエンザ等 
（特措法第２条第１号） 

新型インフルエンザ 
（感染症法第６条第７項第１号） 

再興型インフルエンザ 
（感染症法第６条第７項第２号） 

指定感染症   ⇒ 当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、 

（感染症法第６条第８項）   全国的かつ急速なまん延のおそれがあるもの 

新感染症    ⇒ 全国的かつ急速なまん延のおそれがあるもの 
（感染症法第６条第９項） 

新型インフルエンザ等感染症 
（感染症法第６条第７項） 

新型コロナウイルス感染症 
（感染症法第６条第７項第３号） 

再興型コロナウイルス感染症 
（感染症法第６条第７項第４号） 

図表１ 新型インフルエンザ等 
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第３節 市行動計画の位置付け 

市行動計画は、特措法第８条の規定に基づき、新型インフルエンザ等対策の実施に関す

る基本的な方針や市が実施する措置等を示すものです。 

また、本計画は長野県新型インフルエンザ等対策行動計画（以下「県行動計画」という。）

に基づく市行動計画に位置付けられるものであり、松本市感染症予防計画（以下「市予防

計画」という。）及び松本市保健所健康危機対処計画（以下「市対処計画」という。）との連

携・整合性を図りつつ策定します。 

市行動計画においては、特定の感染症や過去の事例のみを前提とするのではなく、新型

インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等以外の新たな呼吸器感染症等が流行する可

能性も想定しつつ、発生した新型インフルエンザ等の特性を踏まえ、様々な状況で対応で

きるよう、対策の選択肢を示すものです。 

なお、新型インフルエンザ等に関する最新の科学的知見、新型インフルエンザ等対策の

経験や訓練等を通じた改善等を踏まえ、計画の定期的な検討を行い、県行動計画の変更が

あった場合には、適時適切に見直しを行います。 
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第２章 市行動計画の改定と感染症危機対応 

第１節 新型コロナウイルス感染症対応での経験 

新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９。以下「新型コロナ」という。）について

は、令和２年１月に日本国内で初めて感染者が発生し、２月２５日には松本保健所管内で

長野県内初の感染者が確認されました。 

市では、同日に市長を本部長とする「松本市新型コロナウイルス感染症対策本部」を設

置し、国、県、医療・福祉分野、教育分野、経済産業分野等の関係の皆様と連携して、様々

な対処すべき事項について協議、調整を図り、協調して各種対策を実施しました。 

初期段階においては、ワクチンや治療薬もない未知なるウイルスに対し、外出の自粛や

飲食店等への営業時間短縮に関する協力依頼、小中学校の臨時休業など、感染の拡大を防

ぐための対策に重点を置かざるを得ませんでした。 

令和３年３月以降は、新型コロナウイルスのワクチン接種が本格化し、新たな段階とな

る中、４月１日の中核市移行により松本市保健所を設置し、市の保健衛生施策と感染症対

策全般を主体的かつ総合的に実施しました。 

令和５年５月８日には感染症法上の五類感染症に位置づけが変更され、行政が特措法や

感染症法、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例に基づく様々な要請・関与をして

いく仕組みから、個人の選択を尊重し、市民の自主的な取組みを基本とする対応に移行し

ました。 

次の感染症危機に備えるため、この経験を生かした取組みを進めることが重要です。 
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第２節 市行動計画改定の目的 

市行動計画の改定は、実際の感染症危機対応で把握された課題を踏まえ、次の感染症危

機でより万全な対応を行うことを目指して対策の充実等を図るために行うものです。 

従前の市行動計画は平成２６年３月３１日に策定されたものですが、今般の新型インフ

ルエンザ等対策政府行動計画（以下「政府行動計画」という。）及び県行動計画が改定され

たことを受け、市行動計画を全面改定します。 

国では新型インフルエンザ等対策推進会議において新型コロナ対応を振り返り、課題を

整理したところ、以下の①から③が主な課題として挙げられました。 

① 平時の備えの不足 

② 変化する状況への柔軟かつ機動的な対応 

③ 情報発信 

 

これまでの新型コロナ対応の経験やその課題を踏まえ、次なる感染症危機対応を行うに

当たっては、感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた、感染症危機に強くしな

やかに対応できる社会を目指すことが必要です。 

こうした社会を目指すための目標を、以下の①から③のとおり示します。 

① 感染症危機に対応できる平時からの体制作り 

② 市民の生活及び地域経済への影響の軽減 

③ 対策の実施に当たっての基本的人権の尊重 
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第３節 感染症危機管理の体制 

  １ 考え方 

    全市的な危機管理の問題として取り組むほか、国、県、事業者等と相互に連携を図

り、一体となった取組みを行います。 

 

２ 全庁的、全市的な取組み 

新型インフルエンザ等が発生する前において、松本市新型インフルエンザ等対策庁

内連絡会議及び松本市感染症対策委員会の枠組み等を通じ、事前準備の進捗を確認し、

関係部局間等の連携を確保しながら、全庁一体となった取組みを推進します。 

また、危機管理部や健康福祉部を始め、各部局においては、関係機関との連携を強化

し、発生時に備えた準備を進めます。 

 

３ 実施体制 

⑴ 松本市新型インフルエンザ等対策本部（以下「市対策本部」という。） 

政府新型インフルエンザ等対策本部（以下「政府対策本部」という。）及び長野県

新型インフルエンザ等対策本部（以下「県対策本部」という。）が設置されたとき又

は新型インフルエンザ等緊急事態宣言がなされたときには、直ちに市対策本部を設

置し、新型インフルエンザ等対策を迅速かつ総合的に推進し、市民の健康被害の防止

及び社会機能維持を図ります。 

また、政府によりまん延防止等重点措置及び緊急事態措置が行われた場合には、特

措法に基づき必要な措置を講じます。 

ア 構成 

(ｱ) 本 部 長：市長 

(ｲ) 副本部長：副市長、教育長 

(ｳ) 構 成 員：各部局長等 

(ｴ) 事 務 局：危機管理部、健康福祉部保健所 

イ 所管事項 

(ｱ) 新型インフルエンザ等の発生動向の把握に関すること。 

(ｲ) 新型インフルエンザ等の感染拡大抑制対策と予防対策に関すること。 

(ｳ) 新型インフルエンザ等に関する適切な医療の提供に関すること。 

(ｴ) 市内発生時における社会機能維持に関すること。 

(ｵ) 国、県、関係機関との連絡調整に関すること。 

(ｶ) 市民に対する正確な情報の提供に関すること。 

(ｷ) その他対策本部の設置目的を達成するために必要なこと。 

 

⑵ 松本市保健医療調整本部 

市対策本部は、市内における新型インフルエンザ等に関する適切な医療を提供す

るため、新型インフルエンザ等の発生状況により市対策本部長が必要と判断したと
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きは、松本市保健医療調整本部を設置します。 

ア 構成 

(ｱ) 本部長：松本市保健所長 

(ｲ) 指揮統括：松本市医師会長 

(ｳ) 構成団体：松本市医師会・松本市歯科医師会・松本薬剤師会・信州大学医学 

       部附属病院・相澤病院・長野県松本保健福祉事務所・松本広域消 

防局・医薬品卸協同組合・医療機器販売業協会等 

(ｴ) 事務局：健康福祉部保健所保健総務課 

イ 所管事項 

(ｱ) 適切な医療の提供に関すること。 

(ｲ) 検査体制に関すること。 

(ｳ) 感染拡大防止に関すること。 

 

⑶ 松本市新型インフルエンザ等対策庁内連絡会議 

市は、新型インフルエンザ等に関する各種対策について、各部局の連携による迅速

かつ的確な対策の実施を図るため、松本市新型インフルエンザ等対策庁内連絡会議

を設置します。 

ア 構成 

(ｱ) 構成員：各部局庶務担当課長等 

(ｲ) 事務局：危機管理部、健康福祉部保健所 

イ 招集 

危機管理部長又は健康福祉部長が招集します。 

ウ 会議 

会議の議長は、危機管理部長又は健康福祉部長とします。 

エ 所掌事項 

(ｱ) 情報の集約、共有、分析に関すること。 

(ｲ) 各段階における各部局の対応に関すること。 

(ｳ) 各部局の連携に関すること。 

(ｴ) その他新型インフルエンザ等の対策を行う上で必要なこと。 

 

⑷ 松本市感染症対策委員会 

感染症の総合的な対策を迅速かつ的確に講じるため、必要に応じて随時、松本市感

染症対策委員会の意見を聴きます。 

ア 構成 

(ｱ) 構成員：保健医療関係団体の代表者、関係行政機関の代表者、学識経験者及び

市長が必要と認める者 

(ｲ) 事務局：健康福祉部保健所保健予防課 

イ 所掌事項 
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新型インフルエンザ等の対策に関すること及び市長が必要と認めること。 

   ⑸ その他 

     市対策本部のもと、発生した新型インフルエンザ等の特性を踏まえ、感染症対策

等について専門的な検討を行うために、必要に応じて専門者会議等の設置又は専門

家の意見を聴きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪実施体制≫ 

松
本
市
感
染
症
対
策
委
員
会 

 

○危機管理部長    ○健康福祉部長    ○松本市保健所長 

○病院局事務部長   ○総合戦略局長    ○住民自治局長 

○総務部長      ○財政部長      ○こども若者部長 

○環境エネルギー部長 ○産業振興部長    ○文化観光部長 

○スポーツ部長    ○交通部長      ○建設部長 

○上下水道局長    ○教育次長      ○議会事務局長 

○本部長が必要と認める者 

 

本部長（市長） 

松本市新型インフルエンザ等対策庁内連絡会議 

議 長：危機管理部長又は健康福祉部長 

構成員：各部局庶務担当課長等 

対策本部員 

副本部長（副市長、教育長） 松本市保健医療調整本部 

本部長：松本市保健所長 

松本市新型インフルエンザ等対策本部 


